
 

令和５年９月６日  

  

 犬 山 市 長  原   欣 伸  様  

                  犬 山 市 公 文 書 管 理 審 議 会  

                   会 長  青 山  正 和  

 

   保 存 期 間 満 了 を 迎 え た 公 文 書 の 廃 棄 に つ い て （ 答 申 ）  

 

 令 和 ５ 年 ９ 月 ６ 日 付 、５ 犬 総 第 １ ２ ２ 号 で 諮 問 を 受 け た 保 存 期 間 が

満 了 し た 公 文 書 等 の 廃 棄 に つ い て 、 審 議 会 に お い て 協 議 を 行 い ま し

た 。  

そ の 結 果 、 下 記 事 項 を 審 議 会 の 意 見 と し て 、 こ こ に 答 申 し ま す 。  

 

記  

 

１  答 申 事 項  

   保 存 期 間 満 了 を 迎 え 、廃 棄 す る こ と と し た 公 文 書 に つ い て 、犬  

山 市 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 に 照 ら し て み て も 、次 に 記 載 す る 文 書  

を 除 き 、 原 案 通 り 廃 棄 す る こ と が 妥 当 で あ る 。  

次 に 記 載 す る 文 書 に つ い て は 、 歴 史 的 公 文 書 と し て 引 き 続 き 、  

保 存 す る こ と 。  

   教 育 委 員 会 （ 学 校 教 育 課 所 管 ） の 文 書 に つ い て は 、昨 年 度 、廃  

棄 す る こ と に な っ て い な か っ た に も 関 わ ら ず 、誤 っ た 事 務 処 理 が  

な さ れ 、 既 に 廃 棄 さ れ て い る と の こ と で あ る た め 、今 後 、 同 様 の  

こ と が 起 き な い よ う 、再 発 防 止 の た め の 取 り 組 み と 市 民 へ の 説 明  

を 行 う こ と 。  

 

 

裏 面 へ  



 

実 施 機 関 ： 市 長 （ 経 営 改 善 課 所 管 ）  

 文 書 名： 起 債 許 可 書 綴 り  

      （ 昭 和 ２ ７ 年 度 ～ 平 成 ４ 年 度 ）  

 理 由：犬 山 市 が 行 っ て き た 起 債 の 歴 史 が 分 か る こ と を 踏 ま

え る と 、 重 要 な 資 料 で あ る 。  

こ の た め 廃 棄 す る の で は な く 、犬 山 市 歴 史 的 公 文 書

と し て 保 存 す る こ と が 適 当 で あ る 。  

ま た 、廃 棄 対 象 公 文 書 リ ス ト に は 、平 成 ４ 年 度 の 記

載 許 可 書 の み が 綴 ら れ て い る と 記 載 さ れ て い た が 、

実 際 は 、昭 和 ２ ７ 年 度 か ら の 記 載 許 可 書 が 綴 ら れ て

い た 。今 後 、 同 じ こ と が 起 き な い よ う 、 当 該 文 書 に

昭 和 ２ ７ 年 度 か ら の 文 書 が 綴 ら れ て い る こ と を 表

示 す る と と も に 、歴 史 的 公 文 書 目 録 へ の 記 載 に あ た

っ て は 、文 書 の 作 成 年 度 を「 昭 和 ２ ７ 年 度 ～ 平 成 ４

年 度 」 と 正 確 に 記 載 す る こ と 。  

 

   実 施 機 関 ： 市 長 （ 整 備 課 所 管 ）  

   文 書 名：測 量 、調 査 委 託 業 務  富 岡 荒 井 線（ 犬 山 字 番 前 地 内 ） 

        （ 昭 和 ６ ３ 年 度 ）  

        富 岡 ・ 長 者 町 新 町 名 地 番 設 定 図 （ 平 成 ２ 年 度 ）  

測 量 業 務 及 び 道 路 実 施 設 計 業 務 委 託 (仮 称 市 道 栗 栖  

３ ３ 号 線 )（ 平 成 ３ 年 度 ）  

成 田 富 士 入 鹿 線 （ 犬 山 字 中 ノ 宮 地 内 ） 用 地 図 一 式  

（ 平 成 ４ 年 度 ）  

   理 由： こ れ ら 測 量 図 面 に つ い て は 、 該 当 の 場 所 に つ い て 、

過 去 に 遡 っ て 権 利 義 務 を 争 う 可 能 性 が あ る 。  

こ の た め 廃 棄 す る の で は な く 、犬 山 市 歴 史 的 公 文 書

と し て 保 存 す る こ と が 適 当 で あ る 。  


